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○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
一
号

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭

和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令

第
三
十
三
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
第
五
十
条
第
一

項
、
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
専
門
職
短
期
大
学
設

置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和

三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
の
認
定

等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
の
認
定
等
に
関
す
る
規
程

（
認
定
の
基
準
）

第
一
条

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
（
大
学
設
置
基
準
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
第
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

教
育
課
程
等
特
例
認
定
専
門
職
大
学
、
短
期
大
学
設
置
基
準
第
五
十
条
第
二
項
及
び
短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準

mako-sato
スタンプ
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第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
課
程
等
特
例
認
定
短
期
大
学
、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
第
七
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
教
育
課
程
等
特
例
認
定
専
門
職
短
期
大
学
並
び
に
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
第
二
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
教
育
課
程
等
特
例
認
定
高
等
専
門
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
と
し
て
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
（
専

門
職
大
学
、
短
期
大
学
及
び
専
門
職
短
期
大
学
を
含
む
。
）
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。

）
が
、
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
行
う
点
検
、
評
価
及
び
見
直
し
の
体
制
が
十
分
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
並
び
に
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
を
積
極
的
に
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

二

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
等
が
、
次
条
の
申
請
の
日
の
直
近
の
認
証
評
価
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
る
も
の
を
除
く
。
第
九
条
第
二
項
第
八
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
適
合
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
等
が
、
次
条
の
申
請
の
日
前
五
年
以
内
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
。

イ

法
令
の
規
定
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
所
轄
庁
の
処
分
、
寄
附
行
為
又
は
定
款
に
違
反
し
た
こ
と
。

ロ

財
政
状
況
が
健
全
で
な
く
な
っ
た
こ
と
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
条
件
又
は
管
理
運
営
が
適
正
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
。
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四

次
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次
条
の
申
請
計
画
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

申
請
目
的

ロ

先
導
的
な
取
組
と
し
て
特
例
対
象
規
定
の
全
部
又
は
一
部
に
よ
ら
な
い
教
育
（
以
下
「
先
導
的
な
教
育
」
と

い
う
。
）
を
行
う
学
部
、
学
科
、
課
程
又
は
学
部
以
外
の
基
本
組
織
（
以
下
「
学
部
等
」
と
い
う
。
）

ハ

先
導
的
な
教
育
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
よ
ら
な
い
こ
と
と
す
る
特
例
対
象
規
定

ニ

先
導
的
な
教
育
の
実
施
内
容

ホ

先
導
的
な
教
育
の
実
施
が
、
当
該
先
導
的
な
教
育
を
行
わ
な
い
場
合
に
比
し
て
教
育
研
究
水
準
の
向
上
に
資

す
る
取
組
で
あ
る
根
拠

ヘ

学
生
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
の
た
め
の
具
体
的
な
措
置

ト

実
施
予
定
期
間

チ

先
導
的
な
教
育
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
教
育
効
果
の
検
証
に
係
る
計
画

五

前
号
の
申
請
計
画
書
の
内
容
が
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
認
定
の
申
請
）

第
二
条

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
等
の
学
長
（
高
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
校
長
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
申
請

書
に
申
請
計
画
書
そ
の
他
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
手
続
等
）
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第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
請
に
係
る
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定

し
、
当
該
申
請
を
し
た
大
学
等
の
学
長
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
結
果
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の
審
査
を
経
て
、
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
認
定
期
間
を
延
長
す
る
と
き
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
が
前
条

の
申
請
計
画
書
に
記
載
し
た
事
項
（
第
一
条
第
四
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
の
申
請
計
画
書
に
よ
り
大
学
等
が
申
請
す
る
実
施
予

定
期
間
を
踏
ま
え
、
そ
の
認
定
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

文
部
科
学
大
臣
は
、
先
導
的
な
教
育
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
に
条
件
を
付

し
、
及
び
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
が
認
定
期
間
の
延
長
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
示
）

第
四
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
認
定
を
し
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
そ

の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
期
間
の
延
長
を
認
め
た
と
き
、
次
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
並
び
に
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
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と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
に
係
る
第
二
条
の
申
請
計
画
書
を
踏
ま
え
、
先
導

的
な
教
育
の
実
施
内
容
、
当
該
先
導
的
な
教
育
を
行
う
学
部
等
及
び
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
よ
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

た
特
例
対
象
規
定
そ
の
他
別
に
定
め
る
事
項
を
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
申
請
計
画
書
の
内
容
変
更
）

第
五
条

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
は
、
第
二
条
の
申
請
計
画
書
に
記
載
し
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
は
、
第
二
条
の
申
請
計
画
書
に
記
載
し
た
事
項
（
第
一
条
第
四
号
ロ
及
び
ハ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
実
施
状
況
報
告
書
等
）

第
六
条

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
は
、
毎
計
画
年
度
（
認
定
期
間
を
そ
の
開
始
の
日
か
ら
一
年
ご
と
に
区
分
し

た
各
期
間
（
最
後
に
一
年
未
満
の
期
間
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
一
年
未
満
の
期
間
）
を
い
う
。
）
、
実
施
状
況
報

告
書
を
作
成
し
、
当
該
計
画
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
別
に
定
め
る
書
類
を
公
表
し
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
書
類
を
公
表
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
し
た
書
類
の
提
出
を
も
っ
て
前
項
の
規
定
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に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
は
、
認
定
期
間
終
了
後
三
月
以
内
に
、
教
育
効
果
検
証
報
告
書
を
作
成
し
、
文
部

科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
七
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
が
行
う
先
導
的
な
教
育
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
に
対
し
、
当
該
先
導
的
な
教
育
の
実
施
状
況

に
つ
い
て
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
措
置
の
要
求
）

第
八
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
が
行
う
先
導
的
な
教
育
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
に
対
し
、
当
該
先
導
的
な
教
育
の
実
施
に
関
し
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
九
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
か
ら
認
定
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
教

育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。



- 7 -

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
と
き
。

二

先
導
的
な
教
育
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
が
現
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
又
は
見
込
ま

れ
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
同
項
の
認
定
を
受
け
な
い
で
変
更
し

た
と
き
。

四

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

五

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
た
と

き
又
は
同
条
の
調
査
に
応
じ
な
か
っ
た
と
き
。

六

前
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
。

七

前
各
号
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
、
法
令
に
基
づ
く
所
轄
庁
の
処
分
、
寄
附
行
為
又
は
定
款
に
違
反
し
た
と
き
。

八

認
定
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
た
認
証
評
価
に
お
い
て
適
合
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
す
に
当
た
っ
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分
科
会
の

審
査
を
経
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
期
間
に
係
る
特
例
）

第
十
条

教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
が
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
教
育
課
程
等
特
例
認
定
大
学
等
に
係
る
認
定

期
間
の
末
日
ま
で
の
間
に
入
学
し
、
第
一
条
第
四
号
ロ
の
学
部
等
に
お
け
る
先
導
的
な
教
育
を
受
け
て
い
る
学
生
が
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在
籍
し
て
い
る
間
は
、
当
該
認
定
に
係
る
先
導
的
な
教
育
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




